
 

議第３号議案  

羽生市議会会議規則の一部を改正する規則  

羽生市議会会議規則（昭和４２年議会規則第１号）の一部を次の

ように改正する。  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては

「改正前部分」と、改正後の欄にあっては改正後部分」という。）に

ついては、次のとおりとする。  

（１）  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するとき

は、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改  正  後  改  正  前  

目次    

第１章  会議  

第 １ 節  総 則 （ 第 １ 条 ― 第 １ ３

条）  

第２節  議案及び動議（第１４条

―第１９条）  

第３節  議事日程（第２０条―第

２４条）  

第４節  選挙（第２５条―第３３

条）  

第５節  議事（第３４条―第４７

条）  

第 ６ 節  秘 密 会 （ 第 ４ ８ 条 ・ 第  

４９条）  

第７節  発言（第５０条―第６６

条）  

第８節  表決（第６７条―第７７

条）  

第 ９ 節  公 聴 人 及 び 参 考 人 （ 第  

７８条―第８４条）  

第１０節  会議録（第８５条―第

８９条）  

第２章  委員会  

第１節  総則（第９０条―第９４

 



 

条の２）  

第２節  審査（第９５条―第１１１

条）  

第３節  秘密会（第１１２条・第

１１３条）  

第４節  発言（第１１４条―第１２５

条）  

第５節  委員長及び副委員長の互

選（第１２６条・第１２７

条）  

第６節  表決（第１２８条―第１３８

条）  

第３章  請願（第１３９条―第１４５

条）  

第 ４ 章  辞 職 及 び 資 格 の 決 定 （ 第  

１４６条―第１５０条）  

第５章  規律（第１５１条―第１５９ 

条）  

第６章  懲罰（第１６０条―第１６５ 

条）  

第７章  協議又は調整を行うための場 

        （第１６６条・第１６６条

の２）  

第８章  議員の派遣（第１６７条）  

第９章  補則（第１６７条の２―第

１６８条）  

附則  

（宿所又は連絡所の届出）  （宿所又は連絡所の届出）  

第３条  議員は、別に宿所又は連絡所

を定めたときは、議長に届け出なけ

ればならない。これを変更したとき

も、また同様とする。  

第３条  議員は、別に宿所又は連絡所

を定めたときは、議長に届け出なけ

ればならない。これを変更したとき

もまた同様とする。  

（会期中の閉会）  （会期中の閉会）  

第７条  会議に付された事件を全て議

了したときは、会期中でも議会の議

決で閉会することができる。  

第７条  会議に付された事件をすべて

議了したときは、会期中でも議会の

議決で閉会することができる。  

（会議時間）  （会議時間）  

第９条  （略）  第９条  （略）  

２  議長は、必要があると認めるとき

は、会議に宣告することにより、会

議時間を変更することができる。た

だし、出席議員２人以上から異議が

２  議長は、必要があると認めるとき

は、会議時間を変更することができ

る。ただし、出席議員２人以上から

異議があるときは、討論を用いない



 

あるときは、討論を用いないで会議

に諮って決める。  

で会議に諮って決める。  

３  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 議 長

は、会議中でない場合であって緊急

を要するときその他の特に必要があ

ると認めるときは、会議時間を変更

することができる。  

 

４  （略）  ３  （略）  

（議案の提出）  （議案の提出）  

第１４条  議員が議案を提出しようと

するときは、その案を備え、理由を

付け、法第１１２条第２項の規定に

よるものについては所定の賛成者と

ともに連署し、その他のものについ

ては他に１人以上の賛成者とともに

連署して、議長に提出しなければな

らない。  

第１４条  議員が議案を提出しようと

するときは、その案をそなえ、理由

を付け、法第１１２条第２項の規定

によるものについては所定の賛成者

とともに連署し、その他のものにつ

いては他に１人以上の賛成者ととも

に連署して、議長に提出しなければ

ならない。  

２  委員会が議案を提出しようとする

と き は 、 そ の 案 を 備 え 、 理 由 を 付

け、委員長が議長に提出しなければ

ならない。  

２  委員会が議案を提出しようとする

ときは、その案をそなえ、理由を付

け、委員長が議長に提出しなければ

ならない。  

（一事不再議）  （一事不再議）  

第１５条  議会で議決された事件につ

いては、同一会期中は、再び提出す

ることができない。  

第１５条  議会で議決された事件につ

いては、同一会期中は再び提出する

ことができない。  

（修正の動議）  （修正の動議）  

第１７条  修正の動議は、その案を備

え、法第１１５条の３の規定による

ものについては所定の発議者が連署

し、その他のものについては他に１

人以上の賛成者とともに連署して、

議長に提出しなければならない。  

第１７条  修正の動議は、その案をそ

なえ、法第１１５条の３の規定によ

るものについては所定の発議者が連

署し、その他のものについては他に

１ 人 以 上 の 賛 成 者 と と も に 連 署 し

て 、 議 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い。  

（事件の撤回又は訂正及び動議の撤

回）  

（事件の撤回又は訂正及び動議の撤

回）  

第１９条  会議の議題となった事件を

撤 回 し 、 又 は 訂 正 し よ う と す る と

き、及び会議の議題となった動議を

撤回しようとするときは、議会の許

可を得なければならない。ただし、

会議の議題となる前においては、議

長の許可を得なければならない。  

第１９条  会議の議題となった事件を

撤回し、又は訂正しようとするとき

及び会議の議題となった動議を撤回

しようとするときは、議会の承認を

要する。  



 

２  議員が提出した事件及び動議につ

き前項の許可を求めようとするとき

は、提出者から請求しなければなら

ない。  

２  議員が提出した事件及び動議につ

き前項の承認を求めようとするとき

は、提出者から請求しなければなら

ない。  

３  委員会が提出した議案につき第１

項の許可を求めようとするときは、

委員会の許可を得て委員長から請求

しなければならない。  

３  委員会が提出した議案につき第１

項の承認を求めようとするときは、

委員会の承認を得て委員長から請求

しなければならない。  

（日程の作成及び配布）  （日程の作成及び配布）  

第２０条  議長は、開議の日時、会議

に付する事件及びその順序等を記載

した議事日程を定め、あらかじめ議

員に配布する。ただし、やむを得な

いときは、議長がこれを報告して配

布に代えることができる。  

第２０条  議長は、開議の日時、会議

に付する事件及びその順序等を記載

した議事日程を定め、あらかじめ議

員に配布する。ただし、やむを得な

いときは、議長がこれを報告して配

布にかえることができる。  

 （日程の順序変更及び追加）  （日程の順序変更及び追加）  

第２１条  議長が必要があると認める

とき、又は議員から動議が提出され

たときは、議長は、討論を用いない

で会議に諮って、議事日程の順序を

変更し、又は他の事件を追加するこ

とができる。  

第２１条  議長が必要があると認める

とき又は議員から動議が提出された

ときは、議長は、討論を用いないで

会議に諮って、議事日程の順序を変

更し、又は他の事件を追加すること

ができる。  

（延会の場合の議事日程）  （延会の場合の議事日程）  

第２３条  議事日程に記載した事件の

議事を開くに至らなかったとき、又

は そ の 議 事 が 終 わ ら な か っ た と き

は、議長は、更にその日程を定めな

ければならない。  

第２３条  議事日程に記載した事件の

議事を開くに至らなかったとき、又

はその議事が終らなかったときは議

長は、更にその日程を定めなければ

ならない。  

（日程の終了及び延会）  （日程の終了及び延会）  

第２４条  議事日程に記載した事件の

議事が終わったときは、議長は、散

会を宣告する。  

第２４条  議事日程に記載した事件の

議事を終ったときは、議長は、散会

を宣告する。  

２  議事日程に記載した事件の議事が

終わらない場合でも、議長が必要が

あると認めるとき、又は議員から動

議が提出されたときは、議長は、討

論を用いないで会議に諮って延会す

ることができる。  

２  議事日程に記載した事件の議事が

終らない場合でも、議長が必要があ

ると認めるとき又は議員から動議が

提出されたときは、議長は、討論を

用いないで会議に諮って延会するこ

とができる。  

（投票）  （投票）  

第２９条  議員は、議長の指示に従っ

て、順次、投票する。  

第２９条  議員は、職員の点呼に応じ

て、順次、投票を備け附けの投票箱



 

に投入する。  

（投票の終了）  （投票の終了）  

第３０条  議長は、投票が終わったと

認めるときは、投票漏れの有無を確

かめ、投票の終了を宣告する。その

宣告があった後は、投票することが

できない。  

第３０条  議長は、投票が終ったと認

めるときは、投票漏れの有無を確か

め、投票の終了を宣告する。その宣

告があった後は、投票することがで

きない。  

（開票及び投票の効力）  （開票及び投票の効力）  

第３１条  （略）  第３１条  （略）  

２  （略）  ２  （略）  

３  投票の効力は、立会人の意見を聴

いて議長が決定する。  

３  投票の効力は、立会人の意見をき

いて議長が決定する。  

４  投票の効力に係る法第１１８条第

６項の規定による通知に関し必要な

事項は、議長が定める。  

 

（議案等の説明、質疑及び委員会付

託）  

（議案等の説明、質疑及び委員会付

託）  

第 ３ ７ 条  会 議 に 付 す る 事 件 は 、 第

１４１条に規定する場合を除き、会

議において提出者の説明を聴き、議

員の質疑があるときは質疑の後、議

長が所管の常任委員会又は議会運営

委員会に付託する。ただし、常任委

員会に係る事件は、議会の議決で特

別委員会に付託することができる。  

第３７条  会 議 に 付 す る 事 件 は 、 第

１４１条に規定する場合を除き、会

議において提出者の説明を聞き、議

員の質疑があるときは質疑の後、議

長が所管の常任委員会又は議会運営

委員会に付託する。ただし、常任委

員会に係る事件は、議会の議決で特

別委員会に付託することができる。  

２・３  （略）  ２・３  （略）  

（付託事件を議題とする時期）  （付託事件を議題とする時期）  

第３８条  委員会に付託した事件は、

その審査又は調査の終了を待って議

題とする。  

第３８条  委員会に付託した事件は、

その審査又は調査の終了をまって議

題とする。  

（委員長及び少数意見者の報告）  （委員長の報告及び少数意見者の報

告）  

第３９条  委員会が審査又は調査をし

た事件が議題となったときは、委員

長がその経過及び結果の報告をし、

次いで少数意見者が少数意見の報告

をする。  

第３９条  委員会が審査又は調査した

事件が議題となったときは、委員長

がその経過及び結果を報告し、次い

で少数意見者が少数意見の報告をす

る。  

２～４  （略）  ２～４  （略）  

（修正案の説明）  （修正案の説明）  

第４０条  委員長の報告及び少数意見

者の報告が終わったとき、又は委員

第４０条  委員長の報告及び少数意見

者の報告が終ったとき又は委員会へ



 

会への付託を省略したときは、議長

は、修正案の説明をさせる。  

の付託を省略したときは、議長は、

修正案の説明をさせる。  

（委員長報告等に対する質疑）  （委員長報告等に対する質疑）  

第４１条  議員は、委員長及び少数意

見を報告した者に対し、質疑をする

ことができる。修正案に関しては、

事件又は修正案の提出者及び説明の

ための出席者に対しても、また同様

とする。  

第４１条  議員は、委員長及び少数意

見を報告した者に対し、質疑をする

ことができる。修正案に関しては事

件又は修正案の提出者及び説明のた

めの出席者に対しても、また同様と

する。  

（討論及び表決）  （討論及び表決）  

第４２条  議長は、前条の質疑が終わ

ったときは討論に付し、その終結の

後、表決に付する。  

第４２条  議長は、前条の質疑が終っ

た と き は 討 論 に 付 し 、 そ の 終 結 の

後、表決に付する。  

（委員会の審査又は調査期限）  （委員会の審査又は調査期限）  

第４４条  （略）  第４４条  （略）  

２  前項の期限までに審査又は調査が

終 わ ら な か っ た と き は 、 そ の 事 件

は、第３８条の規定にかかわらず、

議 会 に お い て 審 議 す る こ と が で き

る。  

２  前項の期限までに審査又は調査を

終らなかったときは、その事件は、

第３８条の規定にかかわらず、会議

において審議することができる。  

（委員会の中間報告）  （委員会の中間報告）  

第４５条  （略）  第４５条  （略）  

２  委員会は、その審査又は調査中の

事件について、特に必要があると認

めるときは、議会の承認を得て、中

間報告をすることができる。  

２  委員会は、その審査又は調査中の

事件について、特に必要があると認

めるときは、中間報告をすることが

できる。  

（発言の許可等）  （発言の許可等）  

第５０条  発言は、全て議長の許可を

得た後、登壇してしなければならな

い 。 た だ し 、 簡 易 な 事 項 に つ い て

は、議席で発言することができる。  

第５０条  発言は、すべて議長の許可

を得た後、登壇してしなければなら

ない。ただし、簡易な事項について

は、議席で発言することができる。  

２  （略）  ２  （略）  

（発言の通告をしない者の発言）  （発言の通告をしない者の発言）  

第５２条  発言の通告をしない者は、

通告した者が全て発言を終わった後

でなければ発言を求めることができ

ない。  

第５２条  発言の通告をしない者は、

通告した者がすべて発言を終った後

でなければ発言を求めることができ

ない。  

２・３  （略）  ２・３  （略）  

（議長の発言討論）  （議長の発言討論）  

第５４条  議長が議員として発言しよ

う と す る と き は 、 議 席 に 着 き 発 言

第５４条  議長が議員として発言しよ

う と す る と き は 、 議 席 に 着 き 発 言



 

し、発言が終わった後、議長席に復

さなければならない。ただし、討論

をしたときは、その議題の表決が終

わるまでは、議長席に復することが

できない。  

し、発言が終った後、議長席に復さ

なければならない。ただし、討論を

したときは、その議題の表決が終る

までは、議長席に復することができ

ない。  

（発言内容の制限）  （発言内容の制限）  

第５５条  発言は、全て簡明にするも

のとし、議題外にわたり、又はその

範囲を超えてはならない。  

第５５条  発言は、すべて簡明にする

ものとし、議題外にわたり又はその

範囲を超えてはならない。  

２  議長は、発言が前項の規定に反す

ると認めるときは、注意し、なお従

わない場合は、発言を禁止すること

ができる。  

２  議長は、発言が前項の規定に反す

ると認めるときは、注意し、なお従

わない場合は発言を禁止することが

できる。  

３  （略）  ３  （略）  

（発言の継続）  （発言の継続）  

第５９条  延会、中止又は休憩のため

発言が終わらなかった議員は、更に

その議事を始めたときは、前の発言

を続けることができる。  

第５９条  延会、中止又は休憩のため

発言が終らなかった議員は、更にそ

の議事を始めたときは、前の発言を

続けることができる。  

（質疑又は討論の終結）  （質疑又は討論の終結）  

第６０条  質疑又は討論が終わったと

き は 、 議 長 は 、 そ の 終 結 を 宣 告 す

る。  

第６０条  質疑又は討論が終ったとき

は、議長は、その終結を宣告する。  

２・３  （略）  ２・３  （略）  

（発言の取消し又は訂正）  （発言の取消し又は訂正）  

第６５条  発言した議員は、その会期

中に限り、議会の許可を得て発言を

取り消し、又は議長の許可を得て発

言の訂正をすることができる。ただ

し、発言の訂正は、字句に限るもの

とし、発言の趣旨を変更することは

できない。  

第６５条  発言した議員は、その会期

中に限り、議会の許可を得て発言を

取消し又は議長の許可を得て発言の

訂正をすることができる。ただし、

発 言 の 訂 正 は 、 字 句 に 限 る も の と

し、発言の趣旨を変更することはで

きない。  

（答弁書の配布）  （答弁書の配布）  

第６６条  市長その他の関係機関が、

質疑及び質問に対し、直ちに答弁し

難い場合において答弁書を提出した

ときは、議長は、その写しを議員に

配布する。ただし、やむを得ないと

きは、朗読をもって配布に代えるこ

とができる。  

第６６条  市長その他の関係機関が、

質疑及び質問に対し、直ちに答弁し

難い場合において答弁書を提出した

ときは、議長は、その写を議員に配

布する。ただし、やむを得ないとき

は、朗読をもって配布にかえること

ができる。  

（表決問題の宣告）  （表決問題の宣告）  



 

第６７条  議長は、表決を採ろうとす

るときは、表決に付する問題を宣告

する。  

第６７条  議長は、表決をとろうとす

るときは、表決に付する問題を宣告

する。  

（起立による表決）  （起立による表決）  

第７０条  議長が表決を採ろうとする

ときは、問題を可とする者を起立さ

せ、起立者の多少を認定して可否の

結果を宣告する。  

第７０条  議長が表決をとろうとする

ときは、問題を可とする者を起立さ

せ、起立者の多少を認定して可否の

結果を宣告する。  

２  議長が起立者の多少を認定し難い

とき、又は議長の宣告に対して出席

議 員 ２ 人 以 上 か ら 異 議 が あ る と き

は、議長は、記名又は無記名の投票

で表決を採らなければならない。  

２  議長が起立者の多少を認定し難い

とき、又は議長の宣告に対して出席

議 員 ２ 人 以 上 か ら 異 議 が あ る と き

は、議長は、記名又は無記名の投票

で表決をとらなければならない。  

（投票による表決）  （投票による表決）  

第７１条  議長が必要があると認める

とき、又は出席議員２人以上から要

求があるときは、記名又は無記名の

投票で表決を採る。  

第７１条  議長が必要があると認める

とき、又は出席議員２人以上から要

求があるときは、記名又は無記名の

投票で表決をとる。  

２  （略）  ２  （略）  

（選挙規定の準用）  （選挙規定の準用）  

第７４条  記名投票又は無記名投票を

行 う 場 合 に は 、 第 ２ ７ 条 、 第 ２ ８

条、第２９条、第３０条、第３１条

第１項から第３項まで、第３２条第

１ 項 及 び 第 ３ ３ 条 の 規 定 を 準 用 す

る。  

第７４条  記名投票又は無記名投票を

行 う 場 合 に は 、 第 ２ ７ 条 、 第 ２ ８

条 、 第 ２ ９ 条 、 第 ３ ０ 条 、 第 ３ １

条、第３２条第１項及び第３３条の

規定を準用する。  

（簡易表決）  （簡易表決）  

第７６条  議長は、問題について異議

の有無を会議に諮ることができる。

異 議 が な い と 認 め る と き は 、 議 長

は、可決の旨を宣告する。ただし、

議長の宣告に対して、出席議員２人

以 上 か ら 異 議 が あ る と き は 、 議 長

は、起立の方法で表決を採らなけれ

ばならない。  

第７６条  議長は、問題について異議

の有無を会議に諮ることができる。

異 議 が な い と 認 め る と き は 、 議 長

は、可決の旨を宣告する。ただし、

議長の宣告に対して、出席議員２人

以 上 か ら 異 議 が あ る と き は 、 議 長

は、起立の方法で表決をとらなけれ

ばならない。  

（表決の順序）  （表決の順序）  

第７７条  議員の提出した修正案は、

委員会の修正案より先に表決を採ら

なければならない。  

第７７条  議員の提出した修正案は、

委員会の修正案より先に表決をとら

なければならない。  

２  同一の議題について、議員から数

個の修正案が提出されたときは、議

２  同一の議題について、議員から数

個の修正案が提出されたときは、議



 

長が表決の順序を決める。その順序

は、原案に最も遠いものから先に表

決を採る。ただし、表決の順序につ

いて出席議員２人以上から異議があ

るときは、議長は、討論を用いない

で会議に諮って決める。  

長が表決の順序を決める。その順序

は、原案に最も遠いものから先に表

決をとる。ただし、表決の順序につ

いて出席議員２人以上から異議があ

るときは、議長は、討論を用いない

で会議に諮って決める。  

３  修正案が全て否決されたときは、

原案について表決を採る。  

３  修 正 案 が す べ て 否 決 さ れ た と き

は、原案について表決をとる。  

第９節  公聴会及び参考人  第９節  公聴会、参考人  

（公述人の決定）  （公述人の決定）  

第８０条  公聴会において意見を聴こ

うとする利害関係者及び学識経験者

等（以下「公述人」という。）は、

前条の規定によりあらかじめ申し出

た者及びその他の者の中から、議会

において定め、議長から本人にその

旨を通知する。  

第８０条  公聴会において意見を聴こ

うとする利害関係者及び学識経験者

等（以下「公述人」という。）は、

あらかじめ文書で申し出た者及びそ

の他の者の中から、議会において定

め、議長から本人にその旨を通知す

る。  

２  （略）  ２  （略）  

（公述人の発言）  （公述人の発言）  

第８１条  （略）  第８１条  （略）  

２  （略）  ２  （略）  

３  公述人の発言がその範囲を超え、

又は公述人に不穏当な言動があると

きは、議長は、発言を制止し、又は

退席させることができる。  

３  公述人の発言がその範囲を超え、

又は公述人に不穏当な言動があると

きは、議長は、発言を抑止し、又は

退席させることができる。  

（会議録の記載事項）  （会議録の記載事項）  

第８５条  会議録に記載する事項は、

次のとおりとする。  

第８５条  会議録に記載し、又は記録

する事項は、次のとおりとする。  

（１）～（１５）  （略）  （１）～（１５）  （略）  

２  議事は、録音機器その他議長が適

当と認める方法によって記録する。  

 

（会議録の配布）  （会議録の配布）  

第８６条  会議録は、議員及び関係者

に配布する。  

第８６条  会議録は、議員及び関係者

に配布（会議録が電磁的記録をもっ

て作成されている場合にあっては、

電磁的方法による提供を含む。）す

る。  

（会議録署名議員）  （会議録署名議員）  

第８８条  会議録に署名する議員は、

３人とし、議長が会議において指名

する。  

第８８条  会議録に署名する議員（会

議録が電磁的記録をもって作成され

ている場合にあっては、法第１２３



 

条第３項に規定する署名に代わる措

置をとる議員）は、３人とし、議長

が会議において指名する。  

（定足数に関する措置）  （定足数に関する措置）  

第９４条  （略）  第９４条  （略）  

（出席委員に関する措置）   

第９４条の２  この章における出席委

員には、羽生市議会委員会条例（昭

和４２年条例第１６号。以下「委員

会条例」という。）の規定により、

映像と音声の送受信により相手の状

態を相互に認識しながら通話をする

ことができる方法（以下「オンライ

ンによる方法」という。）で委員会

に出席している委員を含む。  

 

（動議の撤回）  （動議の撤回）  

第１００条  提出者が会議の議題とな

っ た 動 議 を 撤 回 し よ う と す る と き

は、委員会の許可を得なければなら

ない。ただし、会議の議題となる前

においては、委員長の許可を得なけ

ればならない。  

第１００条  提出者が会議の議題とな

っ た 動 議 を 撤 回 し よ う と す る と き

は、委員会の承認を要する。  

（委員会報告書）  （委員会報告書）  

第１１０条  委員会は、事件の審査又

は調査が終わったときは、報告書を

作り、委員長から議長に提出しなけ

ればならない。  

第１１０条  委員会は、事件の審査又

は調査を終ったときは、報告書を作

り、委員長から議長に提出しなけれ

ばならない。  

（発言の許可）  （発言の許可）  

第１１４条  委員は、全て委員長の許

可を得た後でなければ発言すること

ができない。  

第１１４条  委員は、すべて委員長の

許可を得た後でなければ発言するこ

とができない。  

（委員の発言）  （委員の発言）  

第１１５条  委員は、議題について自

由に質疑し、及び意見を述べること

ができる。ただし、委員会において

別に発言の方法を決めたときは、こ

の限りでない。  

第１１５条  委員は、議題について自

由に質疑し及び意見を述べることが

できる。ただし、委員会において別

に発言の方法を決めたときは、この

限りでない。  

（発言内容の制限）  （発言内容の制限）  

第１１６条  発言は全て、簡明にする

ものとして、議題外にわたり、又は

その範囲を超えてはならない。  

第１１６条  発言はすべて、簡明にす

るものとして、議題外にわたり又は

その範囲を超えてはならない。  



 

２  委員長は、発言が前項の規定に反

すると認めるときは注意し、なお従

わない場合は発言を禁止することが

できる。  

２  委員長は、発言が前項の規定に反

すると認めるときは注意し、なお、

従わない場合は発言を禁止すること

ができる。  

（委員外議員の発言）  （委員外議員の発言）  

第１１７条  委員会は、審査又は調査

中の事件について、必要があると認

めるときは、委員でない議員（以下

こ の 条 に お い て 「 委 員 外 議 員 と い

う」。）に対し、その出席を求めて

説明又は意見を聴くことができる。  

第１１７条  委員会は、審査又は調査

中の事件について、必要があると認

め る と き は 、 委 員 で な い 議 員 に 対

し、その出席を求めて説明又は意見

を聴くことができる。  

２  委員会は、委員外議員から発言の

申出があつたときは、その許否を決

める。  

２  委員会は、委員でない議員から発

言の申出があったときは、その許否

を決める。  

３  前２項の場合において、委員会条

例の規定により、委員会がオンライ

ン に よ る 方 法 で 開 か れ て い る と き

は、委員外議員は、オンラインによ

る方法で説明し、若しくは意見を述

べ、又は発言することができる。  

 

４  前項の委員外議員が、オンライン

による方法で説明し、若しくは意見

を述べ、又は発言することを希望す

るときは、あらかじめ委員長の許可

を得なければならない。  

 

（委員長の発言）  （委員長の発言）  

第１１８条  委員長が、委員として発

言しようとするときは、委員席に着

き発言し、発言が終わった後、委員

長席に復さなければならない。ただ

し、討論をしたときは、その議題の

表決が終わるまでは、委員長席に復

することができない。  

第１１８条  委員長が、委員として発

言しようとするときは、委員席に着

き発言し、発言が終った後、委員長

席 に 復 さ な け れ ば な ら な い 。 た だ

し、討論をしたときは、その議題の

表決を終るまでは、委員長席に復す

ることができない。  

２  委員会条例の規定により、委員会

がオンラインによる方法で開かれて

いる場合において、委員長が、委員

として発言するときは、委員長の職

務を行うことができない。ただし、

討論をしたときは、その議題の表決

が終わるまでは、委員長の職務を行

うことができない。  

 

（発言の継続）  （発言の継続）  



 

第１２１条  会議の中止又は休憩のた

め発言が終わらなかった委員は、更

にその議事を始めたときは、前の発

言を続けることができる。  

第１２１条  会議の中止又は休憩のた

め発言が終らなかった委員は、更に

その議事を始めたときは、前の発言

を続けることができる。  

（質疑又は討論の終結）  （質疑又は討論の終結）  

第１２２条  質疑又は討論が終わった

ときは、委員長は、その終結を宣告

する。  

第１２２条  質疑又は討論が終ったと

きは、委員長は、その終結を宣告す

る。  

２・３  （略）  ２・３  （略）  

（発言の取消し又は訂正）  （発言の取消し又は訂正）  

第１２４条  発言した委員は、委員会

の許可を得て発言を取り消し、又は

委員長の許可を得て発言の訂正をす

ることができる。  

第１２４条  発言した委員は、委員会

の許可を得て発言を取消し又は委員

長の許可を得て発言の訂正をするこ

とができる。  

（答弁書の配布）  （答弁書の朗読）  

第１２５条  市長その他の関係機関が

質疑に対し、直ちに答弁し難い場合

において答弁書を提出したときは、

委員長は、その写しを委員に配布す

る。ただし、やむを得ないときは、

朗読をもって配布に代えることがで

きる。  

第１２５条  市長その他の関係機関が

質疑に対し、直ちに答弁し難い場合

において答弁書を提出したときは、

委員長は、職員をして朗読させる。  

（互選の方法）  （互選の方法）  

第１２６条  （略）  第１２６条  （略）  

２～５  （略）  ２～５  （略）  

６  指名推選の方法を用いる場合にお

いては、被指名人をもって、当選人

と定めるべきかどうかを委員会に諮

り委員の全員の同意があった者をも

って、当選人とする。  

６  指名推選の方法を用いる場合にお

いては、被指名人をもって、当選人

と定めるべきかどうかを委員会には

かり委員の全員の同意があった者を

もって、当選人とする。  

（選挙規定の準用）  （選挙規定の準用）  

第 １ ２ ７ 条  前 条 に 定 め る も の の ほ

か、委員長及び副委員長の互選の方

法については、第１章第４節の規定

を準用する。  

第 １ ２ ７ 条  前 条 に 定 め る も の の ほ

か、委員長及び副委員長の互選の方

法については第１章第４節の規定を

準用する。  

（表決問題の宣告）  （表決問題の宣告）  

第１２８条  委員長は、表決を採ろう

とするときは、表決に付する問題を

宣告する。  

第１２８条  委員長は、表決をとろう

とするときは、表決に付する問題を

宣告する。  

（不在委員）  （不在委員）  

第１２９条  表決の際会議室にいない 第１２９条  表決の際会議室にいない



 

委員は、表決に加わることができな

い。ただし、委員会条例の規定によ

り、オンラインによる方法で出席し

ている委員は、この限りでない。  

委員は、表決に加わることができな

い。  

 

（起立による表決）  （起立による表決）  

第１３１条  委員長が表決を採ろうと

するときは、問題を可とする者を起

立させ、起立者の多少を認定して可

否の結果を宣告する。  

第１３１条  委員長が表決をとろうと

するときは、問題を可とする者を起

立させ、起立者の多少を認定して可

否の結果を宣告する。  

２  委員長が起立者の多少が認定し難

いとき、又は委員長の宣告に対して

出席委員から異議があるときは、委

員長は、記名又は無記名の投票で表

決を採らなければならない。  

２  委員長が起立者の多少が認定し難

いとき、又は委員長の宣告に対して

出席委員から異議があるときは、委

員長は、記名又は無記名の投票で表

決をとらなければならない。  

（投票による表決）  （投票による表決）  

第１３２条  委員長が必要があると認

めるとき、又は出席委員から要求が

あるときは、記名又は無記名の投票

で表決を採る。  

第１３２条  委員長が必要があると認

めるとき、又は出席委員から要求が

あるときは、記名又は無記名の投票

で表決をとる。  

２  （略）  ２  （略）  

（記名投票）  （記名投票）  

第 １ ３ ３ 条  記 名 投 票 を 行 う 場 合 に

は、問題を可とする者は所定の白票

を、問題を否とする者は所定の青票

を 投 票 箱 に 投 入 し な け れ ば な ら な

い。  

第 １ ３ ３ 条  記 名 投 票 を 行 う 場 合 に

は 、 問 題 を 可 と す る 者 は 所 定 の 白

票、問題を否とする者は所定の青票

を 投 票 箱 に 投 入 し な け れ ば な ら な

い。  

（選挙規定の準用）  （選挙規定の準用）  

第１３５条  記名投票又は無記名投票

を行う場合には、第２８条、第２９

条、第３０条、第３１条第１項から

第３項まで及び第３２条第１項の規

定を準用する。  

第１３５条  記名投票、又は無記名投

票を行う場合には、第２８条、第２

９条、第３０条、第３１条及び第３

２条第１項の規定を準用する。  

（簡易表決）  （簡易表決）  

第１３７条  委員長は、問題について

異議の有無を会議に諮ることができ

る。異議がないと認めるときは、委

員長は、可決の旨を宣告する。ただ

し、委員長の宣告に対して、出席委

員 か ら 異 議 が あ る と き は 、 委 員 長

は、起立の方法で表決を採らなけれ

ばならない。  

第１３７条  委員長は、問題について

異議の有無を会議に諮ることができ

る。異議がないと認めるときは、委

員長は、可決の旨を宣告する。ただ

し、委員長の宣告に対して、出席委

員 か ら 異 議 が あ る と き は 、 委 員 長

は、起立の方法で表決をとらなけれ

ばならない。  



 

（表決の順序）  （表決の順序）  

第１３８条  同一の議題について、委

員から数個の修正案が提出されたと

き は 、 委 員 長 が 表 決 の 順 序 を 決 め

る。その順序は、原案に最も遠いも

のから先に表決を採る。ただし、表

決の順序について出席委員から異議

があるときは、委員長は、討論を用

いないで会議に諮って決める。  

第１３８条  同一の議題について、委

員から数個の修正案が提出されたと

き は 、 委 員 長 が 表 決 の 順 序 を 決 め

る。その順序は、原案に最も遠いも

のから先に表決をとる。ただし、表

決の順序について出席委員から異議

があるときは、委員長は、討論を用

いないで会議に諮って決める。  

２  修正案が全て否決されたときは、

原案について表決を採る。  

２  修 正 案 が す べ て 否 決 さ れ た と き

は、原案について表決をとる。  

（請願書の記載事項等）  （請願書の記載事項等）  

第１３９条  （略）  第１３９条  （略）  

２  請願者が法人の場合には、邦文を

用いて、請願の趣旨、提出年月日並

び に 法 人 の 名 称 及 び 所 在 地 を 記 載

し、代表者が署名又は記名押印をし

なければならない。  

２  請願者が法人の場合には、邦文を

用いて、請願の趣旨、提出年月日、

法人の名称及び所在地を記載し、代

表者が署名又は記名押印をしなけれ

ばならない。  

３・４  （略）  ３・４  （略）  

５  請願者が請願書（会議の議題とな

ったものを除く。）を撤回しようと

するときは、議長の許可を得なけれ

ばならない。  

５  請願者が請願書（会議の議題とな

ったものを除く。）を撤回しようと

するときは、議長の承認を得なけれ

ばならない。  

６  議員が請願の紹介を取り消そうと

するときは、会議の議題となった後

においては議会の許可を得なければ

ならない。ただし、会議の議題とな

る前においては、議長の許可を得な

ければならない。  

 

（請願の委員会付託）  （請願の委員会付託）  

第１４１条  議長は、請願文書表の配

布とともに、請願を、所管の常任委

員 会 又 は 議 会 運 営 委 員 会 に 付 託 す

る。ただし、常任委員会に係る請願

は、議会の議決で特別委員会に付託

することができる。  

第１４１条  議長は、請願文書表の配

布とともに、請願を、所管の常任委

員 会 又 は 議 会 運 営 委 員 会 に 付 託 す

る。ただし、議長において常任委員

会又は議会運営委員会に付託する必

要がないと認めるときは、この限り

でない。  

２  委員会の付託は、議会の議決で省

略することができる。  

２  前項の規定にかかわらず、議長が

特に必要があると認めるときは、常

任委員会に係る請願は、議会の議決

で、特別委員会に付託することがで

きる。  



 

３  請願の内容が２以上の委員会の所

管に属する場合は、２以上の請願が

提出されたものとみなし、それぞれ

の委員会に付託する。  

３  請願の内容が２以上の委員会の所

管に属する場合は、２以上の請願が

提出されたものとみなす。  

（紹介議員の委員会出席）  （紹介議員の委員会出席）  

第１４２条  （略）  第１４２条  （略）  

２  （略）  ２  （略）  

３  前項の場合において、委員会条例

の規定により、委員会がオンライン

による方法で開かれているときは、

紹介議員は、オンラインによる方法

で説明することができる。  

 

４  前項の紹介議員が、オンラインに

よる方法で説明することを希望する

ときは、あらかじめ委員長の許可を

得なければならない。  

 

（請願の審査報告）  （請願の審査報告）  

第１４３条  委員会は、請願について

審査の結果を次の区分により議長に

報告しなければならない。  

第１４３条  委員会は、請願について

審査の結果を次の区分により意見を

付け、議長に報告しなければならな

い。  

（１）・（２）  （略）  （１）・（２）  （略）  

２  委員会は、必要があると認めると

きは、請願の審査結果に意見を付け

ることができる。  

 

３  （略）  ２  （略）  

（請願の送付並びに処理の経過及び

結果報告の請求）  

（請願の送付並びに処理の経過及び

結果報告の請求）  

第１４４条  議長は、議会の採択した

請願で、市長その他の関係機関に送

付しなければならないものはこれを

送付し、その処理の経過及び結果の

報告を請求することに決したものに

ついては、これを請求しなければな

らない。  

第１４４条  議長は、議会の採択した

請願で、市長その他の関係機関に送

付しなければならないものはこれを

送付し、その処理の経過及び結果の

報告を請求することに決したものに

ついてはこれを請求しなければなら

ない。  

（陳情書の処理）  （陳情書の処理）  

第１４５条  議長は、陳情書又はこれ

に類するもので議長が必要があると

認めるものは、請願書の例により処

理するものとする。  

第１４５条  議長は、陳情書又はこれ

に類するもので、その内容が請願に

適合するものは、請願書の例により

処理するものとする。  

（決定の通知）  （決定書の交付）  



 

第１５０条  前条の規定による決定の

本人への通知に関し必要な事項は、

議長が定める。  

第１５０条  議会が議員の被選挙権の

有無又は法第９２条の２の規定に該

当するかどうかについての法第１２７

条第１項の規定による決定をしたと

きは、議長は、その決定書を決定を

求めた議員及び決定を求められた議

員に交付しなければならない。  

（携帯品）  （携帯品）  

第１５２条  議場又は委員会の会議室

に入る者は、帽子、コート、マフラ

ー、傘の類を着用し、又は携帯して

はならない。ただし、病気その他の

理由により会議への出席に必要と認

められる物であって議長にあらかじ

め届け出たものについては、この限

りでない。  

第１５２条  議場又は委員会の会議室

に 入 る 者 は 、 帽 子 、 外 と う 、 え り

巻、つえ、かさの類を着用し、又は

携帯してはならない。ただし、病気

その他の理由により議長の許可を得

たときは、この限りでない。  

 （資料等の配布許可）   （資料等印刷物の配布許可）  

第１５７条  議場又は委員会の会議室

に お い て 、 資 料 等 を 配 布 す る と き

は、議長又は委員長の許可を得なけ

ればならない。  

第１５７条  議場又は委員会の会議室

において、資料、新聞紙、文書等の

印刷物を配布するときは、議長又は

委 員 長 の 許 可 を 得 な け れ ば な ら な

い。  

（議長の秩序保持権）  （議長の秩序保持権）  

第 １ ５ ９ 条  全 て 規 律 に 関 す る 問 題

は 、 議 長 が 定 め る 。 た だ し 、 議 長

は、必要があると認めるときは、討

論 を 用 い な い で 会 議 に 諮 っ て 定 め

る。  

第１５９条  すべて規律に関する問題

は 、 議 長 が 定 め る 。 た だ し 、 議 長

は、必要があると認めるときは、討

論 を 用 い な い で 会 議 に 諮 っ て 定 め

る。  

（懲罰動議の審査）  （懲罰動議の審査）  

第 １ ６ １ 条  懲 罰 に つ い て は 、 議 会

は、第３７条第３項の規定にかかわ

らず、委員会の付託を省略して議決

することができない。  

第 １ ６ １ 条  懲 罰 に つ い て は 、 議 会

は、第３７条第３項の規定にかかわ

らず、委員会の付託を省略して議決

することはできない。  

（代理弁明）   

第１６１条の２  議員は、自己に関す

る懲罰動議及び懲罰事犯の会議並び

に委員会で一身上の弁明をする場合

において、議会又は委員会の同意を

得たときは、他の議員をして代わっ

て弁明させることができる。  

 

（協議等の場の開催方法の特例）   



 

第１６６条の２  前条の協議等の場に

ついては、その構成員について、次

に掲げる場合に該当すると認めると

きは、オンラインによる方法によっ

て協議等の場を開くことができる。  

 

 （１）  大規模な災害の発生、感染

症のまん延その他の構成員個人の責

に帰することができない事由により

協議等の場を開会しようとする場所

に参集することが困難である場合  

 

 （２）  育児、介護その他のやむを

得ない事由により協議等の場を開会

しようとする場所に参集することが

困難である場合  

 

２  前項の場合において、開会方法そ

の他必要な事項は、委員会条例の例

による。  

 

第９章  補則  第９章  補則  

（電子情報処理組織による通知等）    

第１６７条の２  議会又は議長若しく

は委員長（以下この条及び次条第１

項において「議会等」という。）に

対して行われる通知のうちこの規則

の規定において文書その他文字、図

形その他の人の知覚によって認識す

ることができる情報が記載された紙

その他の有体物（次項及び第６項並

び に 次 条 に お い て 「 文 書 等 」 と い

う。）により行うことが規定されて

いるものについては、当該通知に関

するこの規則の規定にかかわらず、

議長が定めるところにより、議長が

定める電子情報処理組織（議会等の

使用に係る電子計算機（入出力装置

を含む。以下この項及び第４項にお

いて同じ。）とその通知の相手方の

使用に係る電子計算機とを電気通信

回線で接続した電子情報処理組織を

いう。以下この条において同じ。）

を使用する方法により行うことがで

きる。  

 

２  議会等が行う通知のうちこの規則  



 

の規定において文書等により行うこ

と が 規 定 さ れ て い る も の に つ い て

は、当該通知に関するこの規則の規

定にかかわらず、議長が定めるとこ

ろにより、議長が定める電子情報処

理組織を使用する方法により行うこ

とができる。ただし、当該通知を受

ける者が当該電子情報処理組織を使

用する方法により受ける旨の議長が

定める方式による表示をする場合に

限る。  

３  前２項の電子情報処理組織を使用

する方法により行われた通知につい

ては、当該通知に関するこの規則の

規定に規定する方法により行われた

ものとみなして、当該通知に関する

この規則の規定を適用する。  

 

４  第１項又は第２項の電子情報処理

組織を使用する方法により行われた

通知は、当該通知を受ける者の使用

に係る電子計算機に備えられたファ

イ ル へ の 記 録 が さ れ た 時 （ 第 ２ ０

条、第６６条、第８６条、第１２５

条、第１４０条第１項及び第１４１

条第１項の規定による議員に対する

通知にあっては、当該ファイルへの

記録がされた時又は議会等が、当該

通知を受ける者が当該通知をすべき

電磁的記録（電子的方式、磁気的方

式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記

録であって、電子計算機（入出力装

置を除く。）による情報処理の用に

供されるものをいう。次条において

同じ。）に記録されている事項を議

長が定める方法により表示をしたも

のの閲覧若しくは当該事項について

当該者の使用に係る電子計算機に備

えられたファイルへの記録をするこ

とができる措置をとるとともに、当

該者に対し、議長が定める電子情報

処理組織を使用して当該措置がとら

れた旨の通知を発した時のいずれか

 



 

早い時）に当該者に到達したものと

みなす。  

５  議会等に対して行われ、又は議会

等が行う通知のうち当該通知に関す

るこの規則の規定において署名し、

若しくは連署し、又は記名押印する

こ と （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 署 名

等」という。） が規定されているも

のを第１項又は第２項の電子情報処

理組織を使用する方法により行う場

合には、当該署名等については、当

該 署 名 等 に 関 す る 規 定 に か か わ ら

ず、氏名又は名称を明らかにする措

置であって議長が定めるものをもっ

て代えることができる。  

 

６  議会等に対して通知を行い、又は

議会等から通知を受ける者について

対面により本人確認をするべき事情

が あ る 場 合 、 議 会 等 に 対 し て 行 わ

れ、又は議会等が行う通知に係る文

書等のうちにその原本を確認し、又

は交付する必要があるものがある場

合その他の当該通知のうちに第１項

又は第２項の電子情報処理組織を使

用する方法により行うことが困難又

は著しく不適当と認められる部分が

ある場合として議長が定める場合に

は、議長が定めるところにより、当

該通知のうち当該部分以外の部分に

つき、前各項の規定を適用する。こ

の場合において、第３項中「行われ

た通知」とあるのは、「行われた通

知（第６項の規定により前２項の規

定を適用する部分に限る。以下この

項から第５項までにおいて同じ。）」

とする。  

 

（電磁的記録による作成等）   

第１６７条の３  この規則の規定（第

２８条第１項（第７４条において準

用される場合を含む。）を除く。）に

おいて議会等が文書等を作成し、又

は保存すること（次項において「作

成等」という。）が規定されている

 



 

ものについては、当該規定にかかわ

らず、議長が定めるところにより、

当該文書等に係る電磁的記録により

行うことができる。  

２  前項の電磁的記録により行われた

作成等については、当該作成等に関

するこの規則の規定により文書等に

より行われたものとみなして、当該

作成等に関するこの規則の規定を適

用する。  

 

  

附  則  

 この規則は、公布の日から施行する。  

 令和６年９月２４日提出  

埼玉県羽生市議会議員   川  田  真  也   

〃       野  中  一  城   

〃       増  田  敏  雄   

〃       柳  沢    暁   

 〃       丑久保  恒  行   

 


